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「1カ月前に注文を受けた健康食品が出来上がったので、お届けします」と突然電話
があった。金額は約2万5千円だという。「そんなに高額な健康食品は注文していな
い」と答えたが、「注文しているので受け取ってもらわないと困る」と言われた。その
言い方が怖かったので、「今回限りですよ」と言ってしまった。商品が届いたので仕
方なく代金を支払ったが、納得がいかない。 

申し込んだ覚えがなく購入するつもりもなければ、電話があったときに、きっぱりと 
断りましょう。商品が届いても、代金を支払ってはいけません。事業者名、住所、電
話番号をメモした上で、「受け取り拒否」をしましょう。自分だけで判断できない場合
は、家族等に相談することも大切です。 
電話で断りきれず商品が届いてしまった場合でも、クーリング・オフが出来ることが
あります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 
参照先：国民生活センターHP 

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen282.pdf  
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製品 
安全情報 

注意喚起 

 刈払機で作業中、刈払機が欠
けて、その破片（鉄片）が左眼に
飛入した。痛み、充血あり。左眼
に鉄片を確認し除去を行った。 
  

事例紹介 

参照先：http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170720_1.pdf （国民生活センター） 

注意点 

 「短時間だから」、「慣れた場所
だから」、「着込むと暑いから」との
理由で防護具を装着しないまま作
業を行うと思わぬ事故につながり
ます。必ず保護具を装着してから
作業を行いましょう。軍手は刈刃
に巻き込まれる危険があるので 
使わないようしましょう。 

内容 

 金融機関の職員や、行政機関の職員を騙り、「臨時福祉給 
付金の還付金があるが受取期限が迫っている。口座番号を 
教えてほしい。」と銀行の口座番号の問い合せがあった。 

 金融機関や市町の職員が、銀行口座の番号などの個人情
報を電話で問い合わせることはありません。不審な電話がか
かってきたら、お住まいの市町や最寄りの警察署（または警
察相談専用電話(♯9110)）に御連絡ください。 
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お知らせ 

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。 


